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論文

地球温暖化防止に向けた国際会議における森林の取り扱い

一気候変動枠組条約の準備交渉から京都議定書の作成までー

野瀬光弘*・加納絡子**

Forest in international discussion of global warming 

山 Frompreparation of Framework Conference on Climate Change to adoption of Kyoto Protocol -

Mitsuhiro NOSE* and Yuko KANO料 Z

本論文では、気倹変動枠組条約の交渉準備段階から変化してきた森林の位綬づけと役劉、京都議定若手の条文が及ぼす森

体管理や競暖化への彩響を分析した。 IPCCが第 11m評価総傍舎で森林の役割を明記した総来、枠組条約の政府間交渉で

は北欧絡閣が吸収減として史探した。にもかかわらず、科学的な不確爽伎がまだあったことから、気候変動枠組条約の条

文にはバイオマスの一音11として森林は扱われた。その後、数値羽f認を議論するAGBMで、科学約 Ij知況のf立み波ねによっ

て吸収j療は森林とみなされるようになり、締約僚は災潔排出i設の百十鈴:手法としてネ y ト方式やグロス方式を従示したむ森

林被筏の機分が化石燃料走塁j僚の決策排出殺に占める比率の潟い認H立、吸収を援し引くネット方式を支持する傾向にあったこ

京都議定舎の務3条は、政治的な判断で定められ、 1PCCでの研究成糸は…昔日しか反映されなかった。新規tOCi林をIjIg去の

吸収減とみなすと、森林における生物多様性が損なわれる好奇B性があるなどの問題が然じる。灸約関係者I土、各医!の主主党

の迷いを踏まえたよで、科学的知見に総づいたより効来的な泌緩化防止策告と話し合うことが求められるの

キーワ…ド:地球温暖化、吸収j郎、森林、気{険変動枠組条約、京都議定数

1n this paper， we analyzed the changes and roles in forest 企omthe preparatoη， meeting of Framework Convention on Climate 

Change， and how Kyoto Protocol effects on forest managem邑ntand global warming. After IPCC first assessment commentecl the 

role of forest， some Scandinavian countries insistecl on the sink at the intergov記rnm巴ntalnegotiation on Framework Convention. 

However， forest was tho臼ghtto be significant sink owing to th巴accumulateclsCIentific r巴sultsat the AGBlvI discussed quantifiecl 

日missionlimitation. Parties of the Conference macle proposal of net or gross approach as the calculation m記thoclfor C02 emissions. 

Highly forest stock countries could offset C02 emissions to some extent tenclecl to s日pportn記tapproach subtract巴CIabsorption of 

forest. Articl邑3on Kyoto Protocol was decid邑CIpolitically and was reflected a part of scIentific r巴sultsat IPCC. It has th記problem

that onc桂昌ffor日stationregarcl as thεabsorption of carbon， it may disturb the biological diversity in the forest. Therefofe， to 
develop effectiv邑methodsfor preventi時gglobal warming， further cliscussion shoulcl be conducted based on scientific results， as 

well as k告巴pingin mind th記diff，日renceof opinions among countries. 

Key words: Global warming， Sink， Forest， Framework Conf巴renceon Climat邑Change，Kyoto Protocol 
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1 .はじめに
1) カ f~)t空宇宙関(NASA: National Aeronautics and Space 

Administration)ゴッダ…ド宇宙研究所のハンセン

環境問題との関係で気候変動が問題にされたのは、

1977年にアメリカ科学アカデミーによる fエネルギー

と気快jの発表であった2hそこでは、気候変動を閤避

するために化石燃料から他のエネルギー淑への転換が唱

えられた。 1980年代以降になると、世界各地で異常気

象が多発したことなどから、地球全体の環境に関わる問

題として温暖化がとらえられるようになったり特に、

1988年にアメリカは猛暑に見輝われ、干ばつによる

産物の出来高が懸念された。このような状況下で、アメ

*京都大学災学研究科

**京都大学総合人間学部(現在、 J翠絞新聞社)
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が、「地球の混暖化は非常に高まっており、それはj品集

効果と関果関係があるjと

の後の箇!捺的な取り組みに対して多大な

政治的なi坊における地球溢暖化の議論は、 1992年の

国連環境[J自発会議(UNCED:United Nations Conference 

on Environment and Development，以下では地球サミッ

トとする)において気候変動に関する i週連枠組条約

(UNFCCC: United Nations Framework Convention on 

Climate Change，以下では気候変動枠組条約とする)が判官
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給されてから本格的に始まった。その後、数多くの国際

的な会識における話し合いを経て 1997年に気候変動枠

組条約第 3[司締約問会議(COP3:The Third Conference of 

the Parties，以下では京都会議とする)

(Kyoto Protocol)が採択されると、二酸化炭紫の排出だ

けにとどまらず、その吸収減として森林の役翻がクロー

ズアップされるようになった。既存の研究では、気鋭変

動枠組条約から京都議定舎に珪る流れ全般に関して、

様々な悶533会議での資料や関係者へのヒアリングをもと

にした論文が公刊されている 14)。吸収淑としての森林の

取り扱いは、気候変動枠組条約が採択されてから締約国

会議などにおける変化に注自して、会議での様子ととも

に議論の流れが!艇を追って述べられている 18)。また、京

都議定番手の条文のうち、森林に関連の深いものに関して

その解釈を詳縮に展開した論文もある 2)。

これまでの研究では、気候変動枠組条約の採択から京

都会議に主るまでの様々な取り組みが網羅的に述べられ

ているが、吸収源としての森林に熊点が当てられている

わけではない。締約盟会議に向けた準備会合や会議中の

話し合いのなかで、吸杖掠に対する各臨!の意見の相違は

明らかとなったが、その相違が生じる背景は捕さ出され

ていない。また、京都議定番の条文に盛り込まれた内容

と、締約閥会議などに提示された科学的知見との関わり

について踏み込んで、いないといった課題がまだ残されて

いる。

そこで本論文では、地球j品綾化防止に果たす森林の役

割が気侠変動枠組条約の議論のプロセスでどのように変

化し、京都議定容に恋ったかを関係閣の主張内容やその

となる問題への認識の違いを考臓に入れて分軒す

る。考察にあたって、既存の文献と間際的な会合の後で

出された公式文惑を活用した。気候変動枠組条約に関係

する公式文惑はホームページ上に公開されており、文末

に(FCCC;o0;0 0)として文議番号を示した。

2.気娯変動枠組条約と森林

2.1 国際条約の特徴

実際に気候変動枠組条約策定前の議論をたどる前に、

まずは条約の主主義と分類について説明しておい九条約

とは、12以上の国際法上の主体にその効果が帰窮する、

よる闇i祭法律行為jとされている。適用範悶は|認

家と国家の開の条約に限定し、条約法条約の適用上、条

約とは単一の文書によるか関連する 2以上の文議・による

かを問わず n認のj習において文書の形式により締結さ

れ、国際法によって規体される国際的な合意jをいうも

のと定められている 2:九条約の形式的な分類は、
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の資格または数、普・適性の有艇または力IJ入の難易、受容

手続きなどによる。こうした分類とは別に、地球環境保

護に関する多国IUJの立法手続きを再構成するための新方

式として、当事閣の関係のき基本的枠組や一般的な指針を

定める「枠組条約Jが笠場してきた。この形式の条約は、

アウトラインが条文で定められ、運用に当たっての具体

的な権利義務や基準設定は一般的に議定書が担う!7)。枠

組条約と議定舎の組合せは、締約i調会議に情報交換を行

う場を設定して科学的認識を共有し、それを背景に締約

に議定書上の規制措置・恭i撃の検討及び改正の権

限を付与する。例えば、地球ilfit暖化[W11::.を目的とした温

室効果ガスの具体的な削減自擦は、気候変動枠組条約本

体では設定せ禍ずにその時点で、で、きる限りの合意にとどめ

る。その援の科学的な知見の進展や各閣の取り組みにつ

いての状況をふまえて会合を重ね、競走舎を活指して条

約における目標の段階的な速成を目指す。このアブロー

チを採用したのは、オゾン腐の保護を日指したウィーン

条約 (1985年3月採択)と、オゾン!認を破壊する物質

の規制jに関するそントリオー

択)である。

(1987年9月採

2.2気候変動枠組条約策定プロセスにおける森林の議論

先に述べたように、地球温l唆化妨止に向けた酪際的な

取り組みは1980年代に始まった。特に 19881ド6月にカ

ナダのトロントで開催された変化する地球大気に関する

悶部会議は、気候変動の問題解決に拘けた重袈な会合と

なった 14)。ここでは、全地球の日掠として 2005il~ まで

にニ酸化炭畿の排出援を 1988年レベルの20%削減、

期皆様として 50%削減を勧告しており、 トロント提案

と!呼ばれる。この勧告を受けて、 1988年8月に気怯変

動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel 

on Climate Change)が設立された 15)0 1988年9月の第43

間関連総会では、世界気象機関(WMO: World 

Meteorological Organization)、国連環境計i頚(UNEP:

United Nations Environment Programme)、IPCCが気候

に関する将来の出際条約の内容について、その科学的及

び技術的側聞を検討するよう要請された。 1988年11月

にスイスのジ‘よLネーブで IPCCの第 1部会合がIJ別総さ

れ、その後、気候変動の科学的メカニズムの解明、自然

生態系や人間社会への影響、気候変動をif!Ji!iljする方策や

気候変動に対応する戦略なとぞについて専門家グループに

よる検討が議ねられた。このうち渇護効果ガスの排出抑

制あるいは郎減方策は、 IPCCの第 3作業部会において

検討された。 1990年6月11日から 13日にかけてロンド

ンで開催されたワークショップでは、 rr汲I1又源としての

森林の二酸化炭素協定能力についてはさらに検討を要す
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るjとされた幼r専門家グル…ブの研兜成果は、スウェー

デンのスンズパルでの第4閉会合で掠択されたIPCCの

第 1間評価報告書除に結実した 11)。報告審では、林業その

他の活動からの二酸化炭紫排出設の抑!lilj策として、吸収

減となりうる森林について管思方式の改善と間積の拡大

を提案している。森林の役離として、二酸化炭素の吸収

源だけではなく、化石燃料-やエネルギ…集約型資材の代

詩、木製品のリサイクル、薪炭手IJf刊効本の改議に対・する

もある。このことから、すでに 1990年の時点、でバ

イオマスとしての森林の役割に関する認識は研究分野に

おいて広まっていたといえる。

IPCCに引き続き、 1990年12月の第45盟国連総会を

受けて政府間交渉委員会(INC:Intergovernmental 

Negotiating Committee)が役立され、評和Ji報告書を踏ま

えて気候変動枠組条約の交渉に取り組むこととなった。

これを受けて、第 l闘の条約交渉合議は 1991年2}~ 4 

13から 14日にかけて、アメリカのワシントンで関1ftさ

れた 1)。そこでは条約内容の交渉にはいる前に、全体会

議の議長、副議長などの選出、交渉の体制及びjレー jレな

どが決定された。条約交渉会議での争点のひとつに、枠

組条約だけの交渉を持うのか、議定番の交渉も行うのか

があった。IPCCの評髄報告惑を踏まえて、 EC(European

Community)をや心とする欧州諸閣は、枠組条約に加え、

二酸化炭素の排出源および森林などの吸収減についてそ

れぞれ別舗の議定番を作成すべきと主張した。気候変動

に関する間際的な会合のなかで、二酸化炭素の吸収源に

関する議題はこの時はじめてのぼった。それに対して、

日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージ

ランドの太平洋諸問と…部北欧諸部は総合的アプローチ

を主張して、二酸化炭紫の排出源と吸収i療を分けた交渉

方式を拒否したO 結潟、議定番の問題は棚上げされて、

2つの作業部会を設立し、コミットメント(約束・義務)

とメカニズム(機構 .11辺境問)とに問題を分けて交渉を

行うこととなった。

森林などの吸収減に関しでも交渉会議で議論となっ

た。フィンランドは、森林など吸I1又j原の増大に寄与aする

場合に、その分合排出畿が削減されたとみなす必要性を

主張した九ノルウェーや ECは、開発途上国や東欧な

ど他閣において二穀化炭素の排出削減や楠林を共同で実

施した場合、その分をsl認の履行分にカウントすべきこ

とを強調した。後に京都議定書の筋 3条で規定された一

酸化炭紫の吸収源に関して、すでに気候変動枠k:li条約作
成に向けた準備交渉の場で議論されていたのである。こ

れに対して、自国における木材生産が二酸化炭素の排出

との関連で抑制されることを懸念したマレーシアやブラ

ジルといった森林閣は、吸収源についての規定を条約に
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盛り込むことに反対の立場をとった。吸収誠については

引き絞き締約問会議で検討することとなったcその後、

様々な議論が行われた結果、気候変動枠組条約は 1992

年5月に開催された第5hl1交渉会議の阿開会合において

無投禁で採択されたの条約は、同年 6月の地球サミット

にて署名のために開放され、日本を含む 155 ヶ関が努・~

した。そして、 50ヶ閣の主ti{I'.を得てから 90臼後とする

23条の規定により、 1994年3月に発効した。

2.3条約中の森林関連の項自

ここでは、気候変動枠組条約などにおいて森林あるい

は林業に関連する言葉備が含まれている条文をあげてその

取り撒われ方を確認する。

第4条1

r(d)協議効果ガスの吸収減及び貯蔵際(特に、バイオマ

ス、森林、海その他陸上、沿岸及び海洋の生態系)の持

続可能な管理を慌進すること並びにこのような吸収減及

び貯蔵庫の保全を促進し3並びにこれらについて協力する

こと。」

事前の交渉会議でブインランドやノルウふーといった

北欧諸国が強聞に主眼したにもかかわらず、条約金26

条のうちここであげた lヶ所にしか二酸化炭素の吸収i)jji

としての森林に関する記述はないっ地に、第 4条8(d) 

に「森林」という首繋が見受けられるが、 ij乱!唆化とは

まったく違う文:紙で住われている。条文に記述が少ない

要!却には、地球サミットにおいて森林を取り扱う条約の

採択が検討-されていた点があげられる。森林は、「森i~，

に関する原知声明jとアジェンダ21(森林分野)でi詞i接

的な議論の成果が現れ、閥横の減少を防ぐためのi~~全落

とその持統的な科用が明文化された。「原則声明jの2(b)

には、森林に関するニーズとして木材、 l忠誠品、燃料、

余11院、景観の多様性などとともに、[炭素の吸収源・貯

蔵障Jが説記されている。議論のi勤続で、森林の吸収源

としての役割を~iJの環日とする意見も出たが、地球全体

の炭素循環における森林の果たす役割と比率が科学的に

検証されていないとして、他の機能と投列されることと

なった 15)。アジェンダ21の11章「森林減少への挑戦J
でも、「活動jのなかの rl1.15.経営関連活動J(こ森林

の役割があげられているのここでは、地域林業、社会林

アグロブオレストリ…のプログラムを実摘する際に

勘案する事項として、森林の炭貯蔵・吸収淵として役

割が示されている。

このように、地球サミットでは森林との関連があるj庶

民社声明とアジェンダ21において、わずかに品暖化と関

連した記述がみられるが、単独の項目が設定されたわけ

ではない。森林は、 IPCCの言F1ff日報告書で二酸化炭素の
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吸状源として明示されていたにもかかわらず、国際的な 立森林との認識が潟まった。

議論の場での取り扱いはまだ小さかった。

3. AGBMにおける各屈の議論

3.1設立までの経緯

1994年までになされた気妓変動枠組条約第四条に基

づく通報の結果、ドイツなど2、3ヶ簡を除いたほとん

どの防腐番 I締約問が、 2000年までに温窓効果ガスの

排出設を 1990年レベルで、安定化できない見通しとなっ

た。こうした状況を受けて、現在の条約だけでは気候変

動問題の解決には不十分であり、先進部に追加的な義務

を課す議定惑が必要、との声が高まった 14)。特に、海水

面の上昇による国土消失に対する危機感の強い小禽~国

連合(AOSIS:剖lianceof Small Island States)は、第 l郎

締約期会議に先立ち、「先進国の二酸化炭紫排出量を

2005年までに 1990:9ミレベルから 20%削減するjことを

旨とする議定番案を提出した。このため、 1995年3

月28日から 4月7自までドイツのベルリンで開催され

た第 l毘締約閥会議では、数髄削減目擦を含む議定番を

将来採択する方向で議論が進められたO

会議での検討項目のひとつには、海洋や森林、土壌な

どといった化石燃料以外の排出・吸収源があげられた。

それらを数値目様に含めるべきとする根拠は、気候変動

枠組条約の 4条2(a)にある。条文では、「協議効果ガス

の人為的な排出を抑制すること並びに協議効果ガスの吸

収源及び貯蔵庫を保護し及び強化することによって気倹

変動を緩和するための自国の政策を採用し、これに沿っ

た措置をとるJとなっている。これは、吸収源と貯蔵庫

を維持・拡大すれば化石燃料起源の温護効果ガス排出設

を安定化させなくても義務違反にはならないと解釈する

ことができる。化石燃料以外の排出・吸収線として列挙

されている自然生態系の中で、森林だけはどの留に帰属

しているか明確であり、他より科学的データが比較的整

備されているということで、森林を中心に検討が進めら

れることとなった 18)0

会議における様々な調整の結果、終盤になってベルリ

ンマンデ…トと呼ばれる決議が行われた。ここでは、気

候変動枠組条約の 4条2(a)と2(b)が溢暖化問題の解決に

は不十分で、あることが結論づけられた(FCCC/CP/1995/

7/Add.1)。京都で締約国会識が関龍される 1997年まで

に、吸収源による吸収に関して、数値化された削減目標

を設置すること、その探具体的な排出撃の抑制と削減を

含む議定書又はその倍の法的文香を協議することなどが

合意を得た。ここで提示された「吸収源による吸収Jに

は二酸化炭素削減の定盤的な目標に組み込まれ、吸収源

3.2 AGBMでの議論内容

ベルリンマンデートを受けて、ベルリンマンデート・

アドホック・グループ。(AGBM:Ad hoc Group on the 

Berlin Mandate)が発足し、数値目擦の設定に関する協議

カfスタートした。スイスのジュネ…ブで開{慢された筋 l

問の会合(AGBM1)では実質的な内容に踏み込むことは

なかったが、第 2間の会合(AGBMわから数{直日擦に関

するj義5命カf行われるようになった。オーストラ 1)アは一

酸化炭素だけではなく、会温室効果ガス、金発生源、吸

収源を包括的に議定番の数1n在日慌に設定しなければなら

ないと主張していた26% ところが、吸収減に関する議論

がAGBM3-5までほとんど行われていない。二酸化炭

素の排出削減に向けて、議定書の内容に関する措索が行

われるなどの進展はあったが、具体的な臼襟設定に

らなかった。その後、森林などの吸収減の問題が浮上し

てきたのはAGBM6からであったl則。二1強化炭紫排出

を国別に計算する手法として、森林などによる二酸化炭

素の股収・闘定最を排出量から澄し引く「ネット方式j

と排出盤のみを対象に数値目標を決める「グロス方式j

の2穂類が検討-の対象となった。以下では、それぞれの

方式を主践している国ごとにその内容を述べることにす

る。

ネット方式を支持していた主要な翻としては、オース

トラリア、ニュージーランド、アメリカがあげられる

このうちオーストラリアは、莫大な農地からの二酸化炭

素排出議:が森林によるその吸収設を大きく上聞ってお

り、霞土全体では排出源となっているという特殊事情が

ある 18)。つまり、ネット方式が適用されれば、オースト

ラリアは森林から農地への土地利用転換問機を減少させ

るだけで排出削減として評備される。この背景には、化

石燃料の消費設をなるべく維持しつつ、地の方法で削減

目標達成を図れるようにしたいという思惑があると考え

られる。

ニュージーランドは、純粋なネットブ日℃を採用すると

過去に森林保全を行ってきた鴎が不手IJになるとの問題点

を指摘し、新たなネット方式の導入を主践した。地球温

暖化対策としての森林の賞献度は、化石燃料の消費など

に伴う二酸化炭素排出のようにl段状や排出といったフ

ローの比較で評価するのではなく、炭素議穣怒というス

トックの増減マ評{屈するのが適切で、あるとした。そこ

で、グロス方式を基本にしながら、自標年に森林の炭素

蓄積裁が増加した場合には増し分をこ駿化炭素の排出削

減量、森林の炭紫蓄積設が減少した場合にはその分を追

加的排出撃として取り扱うことを提案した1810これはグ
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ロスネット方式と呼ばれるが、産業規模によヒベて森林額

綴が広大な国であれば、温暖化防止に向けた具体的努力

を行う必要がなくなってしまう。そのため、多くの環境

NGOから化石資源による排出削減努力を鈍らせて議定

番の実効性を損なう「抜け穴Jになるとの批判を受け

た。

アメリカはAGBM7からネット方式を文持し始めた。

ここで、二酸化炭素の排出・吸収源との関連におけるア

メリカの地球温暖化対策の流れをたどると次のようにな

る12)。まずは 1991年2月に開催された第 l朗自の気候

変動枠組条約政府間交渉会議に、気候変動行動計闘

(U.S. Climate Change Action Plan)を提案した。翌 1992

年には、ブッシュ政権下で改新された地球規模の気候変

動に対するアメリカの行動計闘(GlobalClimate Change 

National Action Plan)に、包括的な温暖化対策として、

「溢箆効果ガスの排出淑(source)と吸収減(sink)両者へ

の対策について、コスト効率的な観点からの最適な組合

せを探る。」とした。この行動計閣には、 2000年までに

1.25鰭t-2鰭tの炭素放出を削減することなどが盛り

込まれている。続いて 1993年10月に、クリントン政権

下でゴア副大統領は、新たなアメリカの温暖化対策であ

る気候変動に対する行動言十闇(ClimateChange Action 

Plan)を発表し、ブッシュ政権下の温暖化対策とほぼ同

じ内容で、温礎化対策として考えられるあらゆる手段を

広く考躍すべきことを要求した。以上の流れから、アメ

リカは々ネット方式を採用しやすい紫地を有していた

と判断できる。アメリカとしては、包括的対応、の名の下

に、できるだけ化石燃料の消費削減以外の方法で混議効

果ガス削減を行いたいと考えていた。広大な悶土を有

し、植林などを滋める余地が大きいこと、多くの企業が

森林なども削減目標の対象となることを当てにしてj農

林、森林保全プロジ〉クトに投資を始めていたことから

包括的対応にこだわったのである 1810

AGBM6の時点でグロス方式を主張していたのは、

AOSISと自本などであった。日本の主張の根拠は、地球

規模の炭繁循環・移動撃について科学的不確実性が高い

こと、統計数億などのデータが整備されていないため技

術的な不確実性が高いこと、条約が規定する「人為的j

の定識が留まっていないこと、森林の働きを単純に「吸

収源jとくくってしまうことに対する懸念、こ酸化炭紫

の吸収・貯蔵機能のみを強調しすぎると森林の持つ他の

機能を損なうおそれがあることなどであった1針。日本と

しては、森林が二酸化炭素の吸収源としてみなされる

と、国内!の木材生産活動が妨げられる懸念があったと考

えられる。

しかし、こうした問題点を指摘する背禁には、ネット
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方式では読本が協議効果プfス排出削減呂擦述成に不手IJい

なってしまうという状況がある。林木は、若齢ほど活発

に成長して光合成を行うことから炭素の吸収能力が高い

のに対して、;出始から老齢になるにつれて成長が鈍って

炭素吸収能力はi法下してしまう〉閣内の森林の齢級構成

をみると、次第に;出|治林が増加してきているので、成長

のi悲盛な林分が減少しつつある。実i授に、 5年ごとの統

タから得られる森林諸積をもとに計算した迷年の

増分はピーク時よりも少ない20)。植林の定義次第ではあ

るが、新規f謀本木の余地が少ない隠では、森林による吸収

量が減った分は排出とみなされてしまう。このため、一

酸化炭紫排出の器準年にも目標年にも森林吸収を算定す

るネットネット方式では、過去に植林活動を行った後に

木材生産活動が高まらず、人工更新が少なくなった闘で

は削減目 f翠達成カ明í~ しくなる。

AGB羽6において、ピーニャ議長は主要な問題を明ら

かにして、吸収源の取り扱いに関するコメントについて

締約閣が提案し、共通の基盤を見出すべくアンケートを

導入することにした(FCCC/AGBM/1997/8)。これを受け

て、 AGBM8ではl;iJ>>奇書締約閣のうち EU(European

Union)を含む 10ヶ閣の吸収減に関する意見が集約され

た(FCCC/AGBM/1997/INF.2)。尋問は 15項目にわたる

質問に対してコメントを提出したむ吸収減を削減関探に

含めることについては、 6ヶj翠が費成、 4ヶ国が反対を

している。日本は、吸収iJJ;(を組み入れるのは時期尚早と

して途上閣とともに反対にまわったOどのような方式で

吸収減を含めるかについての各閣の主張は操々である

が、注目すべきなのはアイスランドの問答である。 後述

する京都議定書の条文に近い内容がすでに含まれてい

る。このn主点でアイスランドは、!吸収;原に 1990年以降

の新規植林(afforestation)と再植林(reforestation)の採用

を提示している。他にも、人為的な吸収;原の定義やIPCC

ガイドラインのj即司法に関する課題に各悶は問答を

ている。

3.3吸収源としての森林の役割に関する意見の背景

ベルリンマンデートとそれに続く AGBMにおいて、

一酸化炭素を吸収・悶定する森林の役割が注目されるよ

うになった背景には、科学的な知見が背後にあると考え

られる。まずは、これまでに公表された複数の論文から

続年的な研究の流れを読みとることにする。諮上生物闘

が二酸化炭素の吸収滋かどうかという課題は 1970年頃

に提京された。 1970年代には、炭素サイクルの一翼を

担う陸上生態系の構成要素として、森林起源のj単年放出

量が先進国と途上国に分けて推定された3)。当時はi1fiU!妥

fヒとの関連は意識されておらず、 191仕紀からの化石燃
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1qと森林起椋のニ酸化炭素放出最の推移が炭素フラック

スの観点から分析されている。大気、土地、海洋、イヒお

燃料のそれぞれにおける全世界の炭素貯蔵設と相互のフ

ローを推計した研究もみられる制。ここでは、いったん

面積を減らした森林が鴎課して炭素謡穣設が充の半分近

くになった事例が紹介されており、貯織駆としての{立援

づけがあったと類拾できる。 1980年代になると、 j昆i暖

化との関係にも注目し、森林消失による大気中の二酸化

炭潔増加に関する研究が行われるようになる。熱管地域

における1980年時点の森林伐採にともなう炭素放出が、

ある程度の帽をもって推定されている:ll)。地減別の経年

的な炭索フラックスの計算では、北アメリカとヨーロッ

パは 1960年頃を墳に純蓄積に転じたのに対して、南ア

メリカとアブリカは 1920年頃から急速に放出盛が増加

していったとされる。また、 1980年における炭素収支

の推計は、化石燃料の燃焼とセメント生産、熱帯林の植

伐、非熱干若林の楠伐、海洋による吸収を列挙している円

この研究からは、非熱帯地域における植林は炭紫の吸JI:x.

にカウント可能なことが示唆される。こうした研究成果

の集大成が先に述べた IPCCの第 l師評価報告官:(1990

年)となった。 1990年代前半には、森林による炭素吸収

機能に注話した研究がいくつかみられる。熱帯?林におい

て潜夜的に蓄積できる炭素撃の計算ヘ西ヨーロッパ諮

問の森林議穣増加による炭素ブラックスの推定13)、樹木を

はじめとした地上部バイオマスのエネルギ一利用や土壌

の炭素議穣によって化若燃料起源の炭素放出をどの殺度

カバーできるか21)といった研究がその併である。また、

森林生態系の炭素プールとブラックスについての先行研

究をまとめた論文には、森林や木材起源の炭素放出を減

らすための具体的な方策が列挙されている 7)。

以上のように、すでに 1980年代には非熱'南地域の森

林は二酸化炭素・の吸収・貯蹴膝として認識され、 1990年

壊になって地球温般化と明確に関連づけて研究されるよ

うになった。こうした研究成果はIPCCで議論された後

に京都議定番に一部良映されるが、この点に関しでは次

殺で述べる。

次に、ネット方式を主張した関などにおける森林の二

般化炭禁吸収能力はどの程度あるのか比較してみること

にする。自関内において森林蓄積の増加分が大きく、化

石燃料起源の二酸化炭素排出に占める比率が高い国ほど

吸収減としての役割を重視しやすいと考えられる。ここ

では、 1990年時点のデータをもとに排出と吸収の議-的

な関係を磯認する。森林による炭素吸収の計算はバイオ

マス畿を基準にしており、森林面積、単位隠積当たりの

平均成長盤、伐採/成長比のデータを活用した。バイオ

マス畿を炭素単位に換算するには、比重を針葉樹とj玄紫

FOR. RES. ， KYOTO 71 1999 

表-1. E走者5排日;if設と森林、議綴均分のバランス (1990年)

Table 1. Balance∞carbon emissions and increment inお陀ststock(1990) 

区分

アメリカ
日本
ドイツ
イギリス
カナダ

オーストラリア
スペイン
スウょにーデ、ン
フィンランド
ノルウェ…

ip.f立:1，000t-C， % 

成索排出議 替輸の増分 比率

1，352，845 36，494 2.7 
306，691 16，350 5.3 
276，588 2，485 0.9 
159，204 700 0.4 
126，545 29，797 23.5 
74，488 8，454 11.3 
61，752 3，899 6.3 
15，121 8，712 57.6 
14，673 3，403 23.2 
9，691 1，821 18.8 

資料:FCCC/CP/1998/11/Add.2， ECE/FAO (1992) 

樹の平均憾である 0.47，炭素率を 0.5の各数{患を活用し

た29)。表-1には、化石燃料起源の炭議排出設の多いI11員

番に、計算した森林蓄積の増分とそれを炭紫の吸収とみ

なした場合の比率を列挙した。イギリスのように森林と

が 9%と小さい国や、 ドイツのように伐採/成投北が

0.82と高い留では比率が 1%以下と極端に低いのに対し

て、その他はおおむね 5%以上となっている。表のデー

タではアメリカの炭素放出最に占める議桜増分の割合は

小さいが、森林による炭素取り込み殺を 1990年時点で

9，560万t心と推定している報告もありへ約 7%まで比

事が拡大する可能性がある。したがって、ネット方式を

支持したアメリカ、オーストラ 1)ア、フィンランド、ノ

ルウェーの各国は森林蓄積の増加による炭素吸収がかな

り見込めることがわかる。これらの閣にとって光突した

森林蓄積は、吸収減としての役割に出到する動機になっ

たと考えられる。

4.京都議定番の条文における森林

4.1京都会鵠における議論の経緯

京都会識は、ベルリンマンデートに基づいてほi窓効果

ガス排出削減に関する具体的な数値自擦を設定し、

を採択するのが最大の目標であった。会議に向けた

AGBM8でも課題に対する結論が得られず、 1997年12月

1日から 10日までの予定で京都会識が始まったひそこで

の議論の経緯はすでに詳細に述べられているので18)、本

稿では吸収源の議論のみに住自してごく簡単に流れ

くことにする。

森林などの吸収減の議論は、本会議の下に設設された

全体委員会の lつで進められた。先に述べたように、森

林の取り扱いに関する注自すべき提案はアイスランドが

行った。アイスランド{立、吸収;肢を 1990if.以降の新規

梅林と再植林に限定することによってどの国でも比較的
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明瞭に計鉢しやすい方式を示した。当初は、この提案に

基づいたネットネット方式がまずは議論の中心に鋸えら

れた。ところが、この方式は過去に森林を保全してきた

国で吸収最減少につながるという問題があり、カナダと

ニュージーランドはAGBMで唱えていたグロスネット

方式への変更を主張した。非公式会合のピーニャ議長は

基準年をグロス方式、臨機年をネット方式とする限定的

なグロスネット方式に関して新たな案を提示し、 EU諸

国をはじめとした多くの顕が賛意を示した。ところが、

包括的対応にこだわるアメリカと森林が二酸化炭紫の排

出源となっているオーストラリアは強閣に反対した。そ

の後非公式会合では、森林などの吸収源に上!浪を設ける

といったいくつかの妥・協案が模索されたがまとまらな

かった。最終的には、非公式会合で定められた限定的な

グロスネット方式が修正されずに採用されたα

環境関連の悶際的な会合において、アメリカと EUが

対立するケースはこれまでもみられた。企業の環境管理

システムに認誌を与える 1S014001の企翻案を話し合う

段階で問者の;意見は諮突した。 EUはすでに作成された

環境管理と既査のスキーム(EMAS:EnvironmentaJ 

Management Audit Scheme)を1SOにも適用しようとし

た28)0EMAS (土、企業が自主的に環境管理システムを構

築して、エネル平一消費設や廃築物量を減らすといった

環境パフォーマンスを継続的に改替し、その状況を環境

としてまとめ、外部の帯査者の検証を受けたよで

公表することを求めている。これは企業の自主的な取り

組みではあるが、参加して外部の審査者に検証されれ

ば、環境磯良企業としてEUからロゴを使用する権利が

与えられる。アメリカは、要求事項の内答が詳細すぎる

ことと、環境パブオーマンスの継続的改替を強調しすぎ

ていることに難色を示し、 EMASを1S014001の規格に

採用することには反対した。環境負荷低減を行う上で、

経済的に妥当な費用の負強は許容するが、それを超えた

負担には応じられないとする考え方がこの意見の背景に

垣間みえる。アメリカの企業は、環境対策を行うかどう

かの判断に金銭的な費用と使援による基準を3重視する傾

向があることを示している。こうした機運を受けて、ア

メリカの政府担当者は綬期的には費用の少なくてすむ森

林などの吸収j療を含む包括的対応に間執したと考えられ

る。

議定番の策定プロセスにおいて、吸収源としての森林

は議室効果ガスの前減自襟とまったく燕関慌ではな

いとする研究がある2九溢議効果ガスの郎減自擦の決主主

に関係したと推定される諮問予の笠間帰分析によると、

森林関根の増加率は正の相関がみられる。これは、森林

面積が増加している菌では削減目標が緩和される傾向に
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あることを示している。説室効果ガスの削減へ向けた数

舘i引訴は政治的な産物ではあるが、結果的に森林資源の

充実度は説明変数のひとつとなりうる。

4.2議定番の条文とその椅題点

京都議定番における森林の取り扱いは主として第3条

に規定されている。ここでは、既存の研究成果や1PCC

の評{朗報告書の影響と、条文にj基づいた森林管理と木材

利用による温暖化への影響に焦点を当てて考案きを進め

る。

(1)第 3条 3J頁

「各約束期間において検証できるような炭素蓄積の変化

として測定された、 1990年j:)、鋒の植林、再植林、森林

消失に|浪り、夜接的かっ人為的な土地利用変化及び林業

活動から生じる二酸化炭紫の発生源による排出及び吸Jjx

j原による除去の純変化は、関属議:1のこの条の規定に基

づく約束を履行するために用いられるJ
本条項では、限定つきながらも明瞭に二酸化炭素の股

Jj又源として森林が位設づけられた。この効果をプラス間

からとらえると、森林減少を拙うだけの植林面積の拡大

につながる可能性を指摘できる。ところが、ニ際化炭素

の排出または吸収減としての役鋭のみを重視した植林で

は、生物多機性の保全をはじめとした「持続可能な森林

管理jの理念からかけ離れた植林が増加するというマイ

ナス聞もある。第 lに、生産力の高い単一樹種がj農林さ

れると、病害虫や気象筈に~~い森林に仕立てられる。第

2に、短いサイク 1レで植林と伐採を繰り返せば、土壌の

劣化を引き起こすと問時に、地力維持のために化学肥料

に頼ることも考えられる。施肥によって林水の生産力が

まる反面、化石資源に依存した植林を促進することに

もなってしまう。第3に、機林水が伐採された後にどう

使われるかをフォローする制度がないので、決議の貯哉

態としての木材の役割が評価されない。したがって、吸

収量増加を目指した森林管理は生態系の鰭全さを損なう

とともに、原料の入手、製造、加工に至る過桂で多量の

資源とエネルギーを消費する化学肥料の投入によって、

加の産業部門での協室効果ガス排出源を生み出す可能性

を持っている。本条;墳は、こうした負の!日ij閣を持ってい

るにもかかわらず、 1PCCによる科学的な知見の一部し

か反映せずに、政治的な判断により定められたとも考え

られる。しかし、梢林による様々な環境問での影響を統

合的に評価し、現実のE授業政策に反映した場合の影響を

分析する手法をまだ開発できていない科学的な研究にも

限界がある。

(2)第3条 4項

「農業用土壌並びに土地利用変化及び林業部門における
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協議効果ガスの発車諜による排出及び吸収減による除去

の変化に関連する追加的な人為的活動のうち、間・腐審 I

の締約国の割当援に加えまたは当該出から悲し引くべき

活動の穂類及び方法に関する仕組み、規則及び指針を決

定しなければならない。このような決定は第2期の約東

期間及びそれ以降の約束期鰐に適用する。J
本条項にある「追加的な人為的活動」という表現は、

今後の議論次第で排出や吸収を含む対象が付加される可

能性を示している。すなわち、場合によっては関内の金

森林が吸収する炭素裁を、二酸化炭素の数値目標の計算

に組み込むことになってしまう。本条壌は、アメリカや

オーストラ 1)アといったネット方式を主張した国との会

合で定められ、拡大解釈の余地カf残されている。吸収源

が大~I誌に認められたら、森林議識を増やしつつある附属

I締約闘のなかには化石燃料結源の温室効果ガス排出

削減努力の必袈がなくなることが予想される。森林資源

の過度の利用にブレーキをかけうる点は評倒できるが、

仮に化石燃料の代替として木材利用を慌進するイン-eン

テイブは働かない。大気中に放出される植物バイオマス

起源のニ駿化炭紫を増やす一方で、燃焼すると SOxや

NOxが発生する化石燃料を削減すると、二酸化炭素と

ともに酸性関の原因物質を減らすことも可能となる。特

に林木生産力の高い地域では、木材を化石燃料の代替と

してエネルギー悦給に振り向けることは望ましいとされ

ており 16)、本条項はバイオマスの有効利用を妨げかねな

い。木材のバイオマス利用は、化石燃料の代替となった

場合には温暖化対策となるが、そうでなければ炭素放出

撃が増えてしまう。このため、炭素税の導入といったバ

イオマス利用の促進策を検討する必要がある。また、原

料の採取から、加工、消費、廃楽-に主るライフサイクル

全体で排出される槌室効果プfスの査をを計算して、協の資

源利用の場合と比較しないとバイオマスの有用性を評締

することはできない。植林に伴う環境閣での影響ととも

に、後数の分野を横断する研究が行われると、実効性の

ある温暖化対策を打ち出すことが可能となる。

5. むすび

気候変動枠組条約の準備会合から、京都議定番作成ま

での流れをたとeったところ、当初からニ般化炭緊の吸収

源・貯蔵i原に関する議論はほぼ継続的に仔われていたこ

とが確認できた。地球サミットで採択された時点で、こ

の吸収・貯蔵源は必ずしも森林に特定されていたわけで

はなく、生態系を構成する要素のひとつだ、ったといって

よい。その証拠に、気候変動枠組条約には、森林という

雷撲が他の吸収・貯蹴源と併記されている。その後、
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AGBMの会議において途中から吸収源が検討されるよ

うになったが、森林=吸収滞という認織が定義したの

は、 IPCCによる科学的な知見が額際的な交渉の場で議

論の議付けになったからに他ならない。また、ネット

ネットブ子式を主5長したアメ 1)カ、オーストラリア、ノル

ウェーといったl!lは、いず、れも森林蓄積が増えつつあ

りjとお燃料起源の二機化炭紫排出設の一部をi投JI:x.しう

るとされている。

京都会議においてはAGB況で提示されたアイスラン

ドの案をもとにして、限定的なグロスネット方式が提案

された。 EUなどが賛意を示すなかで、アメリカ l土議後

まで包括的な対応にこだわった。これまでの環境関連の

国際的な会合における主眼から類推すると、アメリカは

議暖化による様々な損害額とその防止対策費府を比較し

て、安い方を選択するという経済合理的な発想をする傾

向がみられる。アメリカの全体的な機運は、温暖化を防

ぐべく化石燃料の使用を削減することによる損失が溢暖

化による損答よりも大きいという判断に傾いていること

が推察される。京都議定舎の第 3条3壌では、 1990年

以持の新規植林に誤られたとはいえ、森林はニ酸化炭素

排出と吸収の法的な調殺の鍵を限るようになった。しか

し、第 3条4項は「追加的な人為的活動Jの解釈次第で

吸収減を拡大する余地が残されており、ネットカ・式を

張していた閣に配離して定められたとも考えられる。も

し、すべての森林がニ酸化炭素の吸収減として認められ

たら、森林資;擦の光突している先進国で‘は化省撚料の郁

減努力をしなくても数値目瞭が迷成可能となる。

気候変動枠組条約の議論において、温暖化問題は科学

的な研究成果が政治的な交渉の場に持ち込まれた点が特

般的である 19)0IPCCの評価報告設に示された研究成梨

のうち、森林はニ般化炭素の吸収減になっていることの

みが京都議定番に反映された。ところが、単…樹母:の檎

林は生態系の韓全さを損ない、森林議機が増加する

で化石燃料への代替が進まない可能性があるという

が必ずしも浸透していない。この背殻には、森林の持つ

炭紫の貯蔵庫やバイオマスとしての役割を総合的に評価

する研究がまだ‘行われていないことがあげられる。今

後、研究者は散も二酸化炭素の排出が少なくなる森林管

理の方法や木材の取り扱いを提示し、化石燃料から

バイオマスへの代替を進める経済的なインセンティブを

含めて学際的に検討する必要がある。条約交渉の関係者

は、各悶の意見の違いを時まえた上で、研究者の成果を

採り入れて森林生態系への態影響が少ない池暖化[ijj止対

策を議論することが求められる c

本論文の作成にあたり、国立環境研究所の川島康子氏
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